
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

その他報告

国土交通省関東運輸局 自動車交通部貨物課

令和５年３月

第１４回 トラック輸送における
取引環境・労働時間改善
東京都地方協議会

資料６



その他報告

大雪や台風などの異常気象時において、運行経路の変更や運行の中止等の柔軟な対応を行うこと、在庫の
積み増しなどの物資融通を行うことについて、国土交通省、農林水産省及び経済産業省の連名で荷主団体宛
に要請文書を発出。（Ｐ４）

〇令和３年１２月に「転嫁円滑化施策パッケージ」が内閣官房を中心に策定されており、原油価格の高騰等
において、中小企業者等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、各
種のコスト上昇分を適切に転嫁できるよう政府としても新たな取組を開始するとともに、フォローアップを
通じて転嫁対策に取り組んでいく。（Ｐ５～７）

〇コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が昨年４月に策定され、直面する物価高騰によ
る影響を緩和するための対応を緊急かつ機動的に実施するとともに、円滑な価格転嫁や賃上げを促し、コロ
ナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとする。（資料Ｐ８～１３）

「加工食品、飲料・酒」物流ガイドラインについては、関係団体に対し令和３年５月に周知したところであ
るが、「建設資材」「紙・パルプ」の品目についても、物流ガイドラインが策定されており、各品目ごとの
関係者において、課題の意識共有を図り、サプライチェーン全体での物流改善に向け取組んでいく。
（Ｐ１４）

異常気象時における輸送の安全確保

適正な運賃収受のための荷主周知活動

「加工食品、飲料・酒」「建設資材」「紙・パルプ」物流ガイドライン
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その他報告

2024年以降、トラック輸送の業界においてもドライバーの時間外労働の上限規制が適用されることに伴
い、人手不足が更に深刻化することが見込まれ、トラック輸送の効率化や労働環境改善による人材確保が
急務となっている。国土交通省において広島、北海道の中継拠点において実証実験を実施し、拘束時間短
縮の効果が認められたことから、中継輸送の普及促進策について検討中。（Ｐ１７～２０）

中継輸送の普及・実用化に向けた取組

２

燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、
「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について（令和２年４
月２４日付け国自貨第１４号）」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等を、新たに告示
として定めることとした。（Ｐ２１）

燃料サーチャージ算出方法等の告示

運転者職場環境良好度認証制度（働きやすい職場認証制度）

自動車運送事業者による働き方改革の取組を「見える化」した制度を令和２年度に創設したところであ
るが、より高い水準への移行を促すため、これまでの「一つ星」、「二つ星」に加えて、「三つ星」を導
入し更なる自動車運送事業者の働き方改革を推進。（Ｐ１５～１６ ）

上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のために、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者
とが協力して、取引環境そのものを変えて行く必要があることから、関係省庁で連携し、自動車運転の業
務を行う事業者、荷主等との関係者に対し、あらゆる機会を捉えて、改正事項並びに取引環境及び長時間
労働の改善について周知。（Ｐ２２）

自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用に向けた周知について（トラック運転者）



異常気象時における輸送の安全確保
大雪等異常気象時における輸送の安全の確保に向けたご理解とご協力のお願い、
大雪時の大型車立ち往生防止対策について
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適正な運賃収受のための荷主周知活動
転嫁円滑化施策パッケージ①
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転嫁円滑化施策パッケージ②
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転嫁円滑化施策パッケージ③
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
（原油価格・物価高騰対応分）の創設①
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（原油価格・物価高騰対応分）の創設②
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（原油価格・物価高騰対応分）の創設③

１０



（原油価格・物価高騰対応分）の創設④

１１



（原油価格・物価高騰対応分）の創設⑤
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地方創生臨時交付金「原油価格・物価高騰対応分」の活用による
事業者支援のご協力のお願い
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「加工食品、飲料・酒」「建設資材」「紙・パルプ」物流ガイドライン
飲料・酒ガイドライン周知依頼

１４



運転者職場環境良好度認証制度（働きやすい職場認証制度）
「働きやすい職場認証制度」二つ星を新たに導入します！
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自動車運送事業のための「働きやすい職場認証制度」の概要及び
インセンティブ （正式名称：「運転者職場環境良好度認証制度」）

１６

概要 インセンティブ 令和5年3月時点



中継輸送の普及・実用化に向けた取組
～時間外労働規制の見直し～
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～中継輸送とは～

時間外労働規制の適用等によるドライバー不足（2024年問題）を見据え、中継輸送の普及・実用化を推進。

国土交通省「中継輸送の実施に当たって（実施の手引）」

■輸送方式

○トレーラー・トラクター方式（ヘッド交換方式）
・中継拠点でトラクターの交換をする方式。

・牽引免許を持っている運転者同士で行う事が必要だが、貨物積替
方式に比べて短時間の作業で済む。

○貨物積替え方式
・中継拠点で貨物を積み替える方式。中継拠点での積替作業が必要
となる。
・貨物の積替ではなく、荷台を交換する場合もある。

○ドライバー交替方式
中継拠点でトライバーが交替する方式。

中継輸送
ドライバーの拘束時間短縮を目的として、１つの輸送行程を複数のドライバーで分担し
貨物を輸送する輸送形態。

例） 中継拠点

1泊2日運行
（車中泊）

片道約300km
日帰り運行可

片道約300km
日帰り運行可

大阪の拠点な
ど

東京の拠点など

片道
約600km

大阪の拠点な
ど

東京の拠点など

名古屋など
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～中継輸送拠点・中継輸送実証実験～

〇スマートICが設置された新東名・浜松SAに隣
接する中継物流拠点をNEXCO中日本と民間事業
者が共同で整備。（H30年9月～事業開始）

コネクトエリア浜松（静岡県）

8 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 114 ・ ・ ・ ・ 9

浜松SA
スマートIC(下)

浜松SA
スマートIC(上)

浜松SA(下)

CA浜松

名古屋方面

浜松SA(上)

東京方面

浜松SA(下)

出入口

【全 景】

【駐車場詳細】

20m
75m

予

備

8 ・ ・ ・ ・ ・ 114 ・ ・ ・ 9

15 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 30
一

時

退

避

場

所

バースNo.9~14
全長：26m

バースNo.1~8,15~30
全長：20m

（出典）NEXCO中日本

【位置図】

【ヘッド交換方式】
枝幸
町

片道
約200km

札幌市

片道
約100km

〇関西-九州間の中継輸送拠点ニーズ把握・効果検証のため、
両地域の中間に位置する宮島SAにおいて中継輸送の実証実験
を実施。（R4年2月～3月）

山陽自動車道 宮島SA（広島県） 道の駅もち米の里☆なよろ（北海道）

○幹線道路（国道40号）沿いに立地し、大型の駐車スペースや
休憩機能等を有する「道の駅」を拠点とした実証実験を実施。

（R3年11月、R4年11月）

近畿
宮島SA

【ドライバー交替方式】片道
約300km

片道
約300km

九
州
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0 10 20

中継

輸送

単独

輸送
関西⇒九州⇒関西

関西⇒宮島SA⇒関西

山陽自動車道 宮島SA（広島県）での実験（R4.2～R4.3）

トラックドライバー
・日帰りが可能となり、車中泊の負担が軽減された。
・ぜひ導入してほしい。
・中継待ち合わせ時間のロス短縮が課題。

0 10 20

中継

輸送

単独

輸送
15時間 15時間

7時間 9時間

九州⇒宮島SA⇒九州

九州⇒関西⇒九州

ドライバーが交替する

関
西
方
面
（
大
阪
・
兵
庫
）

中継拠点・宮島SA中継輸送

通常輸送 日帰り困難

日帰りが
可能に 日帰りが

可能に

日帰り困難

九
州
方
面
（
福
岡
）

運送事業者
・日帰りが可能になる。
・IC周辺に駐車施設やドッキング場を整備してほしい。

概要

結果と参加企業・ドライバーの声

ドライバー
の拘束時間
削減

トラックドライバー
一般車両と分離した動線や専用の駐車スペース、トレーラーや
ヘッドの一時保管スペースがあるとよい。

道の駅「なよろ」(北海道)での実験（R3.11）

運送事業者
働き方改革のため中継輸送は必要不可欠。安定的なサービスの
提供のため各地域にある道の駅を活用した輸送方法は今後極め
て重要になると思う。

0 10 20

中継

輸送

単独

輸送

0 10 20

中継

輸送

単独

輸送
13.5時間 13.5時間

8.5時間 7.5時間

札幌⇒名寄⇒札幌 枝幸⇒名寄⇒枝幸

札幌⇒枝幸⇒札幌 枝幸⇒札幌⇒枝幸

B.枝幸→札幌→枝幸札幌市

枝幸町札幌市

C.札幌→名寄→札幌 D.枝幸→名寄→枝幸

A.札幌→枝幸→札幌

ドライバー
の拘束時間
削減

概要

結果と参加企業・ドライバーの声

枝幸町

～実証実験の結果について～
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燃料サーチャージ算出方法等の告示

２１



自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の
適用に向けた周知について（トラック運転者）
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＜参考添付＞東京都地方協議会規約
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